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                                    2019年 5月 22日 

 

日中 AEO相互承認、2019年 6月より実施 
 

 

2018年 10月 26 日、日本の財務省関税局および中華人民共和国税関総署は、≪AEO相互承認に係る取

決め≫について合意に達し、署名を行いました。 

 

税関総署は、2019年 4月 24日付で、≪中国－日本税関「認定事業者」（AEO）相互承認の実施に関す

る公告≫（税関総署公告 2019年第 71 号、以下「本公告」）を公布し、2019年 6月 1日より AEO相互

承認を正式に実施することを発表し、制度適用の対象・優遇措置の内容・手続などを規定しました。

また同じく 4月下旬、日本の財務省・税関からも当該取決めの正式実施が公表されています。 

 

１．AEO制度とは 

AEO（Authorized Economic Operator：認定事業者）制度とは、貨物のセキュリティ管理および法令遵

守の体制が整備された事業者に対し、税関が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制

度を指し、現在、世界 70以上の国・地域において導入されています。 

 

また、AEO 相互承認とは、AEO 制度を有する二国間で、それぞれの AEO 制度を相互に承認することで、

両国の AEO事業者に対して迅速かつ簡素な税関手続を提供するものです。 

 

 

２．本公告の概要 

本公告は、2019年 6月 1日より、≪AEO相互承認に係る取決め≫の規定に基づき、日中双方で相手側

の税関の AEO 事業者を相互に承認し、当該 AEO 事業者の貨物輸入に通関上の優遇措置を提供すること

を規定しました。 

対象となる AEO 事業者 

 中国：中国の税関が認定した高級認証企業（一般認証企業は不可） 

 日本：日本の税関が認定した認定事業者（AEO 輸出入者） 

優遇措置 

 検査・監督管理の軽減のためにリスク評価を行う際、相手側の AEO事業者の資質を充分に考慮 

 検査が必要な貨物に対して、最大限、迅速に処理 

  AEO事業者の通関上のトラブルを解決するため、照会・連絡を担当する税関連絡職員を指定 

 物流の混乱があった場合、主要インフラの復旧後、AEO 事業者の貨物に最大限、迅速な通関を提供 



SMBC (CHINA) NEWS No.19-16                                                                                                                                
  
  

SMBC (CHINA) NEWS 
  

 

                                                   
                        2 
 
 

措置適用の手続 

 中国の AEO事業者による日本への貨物輸出 

 中国の AEO 事業者は日本に貨物を輸出する際、AEO 事業者コード（AEOCN+中国税関で登録した 10

桁の企業コード、例：AEOCN0123456789）を日本の輸入業者に通知 

 日本の輸入業者は日本の税関の規定に基づき記入・申告 

 日本の税関が中国の AEO事業者の身分を確認した後、優遇措置を提供 

 日本の AEO事業者からの中国への貨物輸入 

 中国の企業が日本の AEO事業者から貨物を輸入する場合、日本の AEO 事業者が AEO コードを通知 

 中国の企業が、輸入通関申告書「国外荷送人」項目の「国外荷送人コード」欄および水上運輸・空

輸積荷明細の「荷送人の AEO 事業者コード」欄に上記 AEO コード（国別/地区コード+17 桁の AEO

事業者コード、例：JP12345678901234567）を記入 

 中国の税関は、日本の AEO事業者の身分を確認した後、優遇措置を提供 

 

※ 以下の日本の税関ホームページからも詳細をご覧いただけます。 

http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/leaflet_31-04.pdf 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご照会先 

本  店：上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心11階 TEL：86-(21)-3860-9000  

上海浦西出張所： 上海市長寧区興義路8号 上海万都中心12階 1､12､13号 TEL：86-(21)-2219-8000 

上海自貿試験区出張所： 上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心15階15T21室 TEL：86-(21)-2067-0200 

瀋陽支店：瀋陽市瀋河区青年大街1号 市府恒隆広場16階1606室 TEL：86-(24)-3128-7000 

北京支店：北京市朝陽区光華路1号 北京嘉里中心北楼16階1601号室 TEL：86-(10)-5920-4500 

天津支店：天津市和平区南京路189号 津匯広場２座12階 TEL：86-(22)-2330-667 

天津濱海出張所：天津市天津経済技術開発区広場東路20号 濱海金融街東区E2B8層 TEL：86-(22)-6622-6677 

蘇州支店：蘇州市高新区獅山路28号 蘇州高新国際商務広場12階 TEL：86-(512)-6606-6500 

蘇州工業園区出張所：江蘇省蘇州工業園区蘇州大道西2号 国際大厦16楼 TEL：86-(512)-6288-5018 

常熟出張所：常熟市東南開発区東南大道333号 科創大厦8楼 TEL：86-(512)-5235-5553 

昆山出張所：江蘇省昆山市前進東路399号 台協国際商務広場2001-2005室 TEL：86-(512)-3687-0588 

杭州支店：杭州市下城区延安路385号 杭州嘉里中心2幢5階 TEL：86-(571)-2889-1111 

広州支店：広州市天河区華夏路8号 国際金融広場12階/電話 TEL：86-(20)3819-1888 

深圳支店：深圳市福田区中心四路1号 嘉里建設広場二座23層 TEL：86-(755)-2383-0980 

重慶支店：重慶市南岸区南濱路22号 重慶長江国際1棟第34階02号 TEL：86-(23)-8812-5300 

大連支店：大連市西崗区中山路147号 森茂大厦4楼-A室 TEL：86-(411)-3905-8500 

 

当資料に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。当資料は単に情報提供を目的に作成されており、その正確性を当行

及び情報提供元が保証するものではなく、また掲載された内容は経済情勢等の変化により変更されることがあります。掲載情報は利用者

の責任と判断でご利用頂き、また個別の案件につきましては法律･会計･税務等の各面の専門家にご相談くださるようお願い致します。万

一、利用者が当情報の利用に関して損害を被った場合、当行及び情報提供元はその原因の如何を問わず賠償の責を負いません。 


